
西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

令和７年１月６日 

 

西知多医療厚生組合管理者 宮 島 壽 男 

 

西知多医療厚生組合規則第１号 

 

西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する

規則 

 

西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則（平成２７年西知多医療厚生

組合規則第７号）の一部を次のように改正する。 

第２６条第７項第１号中「１００分の２０５」を「１００分の２１５」に改め、同

項第２号中「１００分の９７．５」を「１００分の１０２．５」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西知多医療厚生組合職員の給与の支給

等に関する規則の規定は、令和６年１２月１日から適用する。 


